
電子入札注意事項 

 
・指名通知書について 

 指名通知の確認後、システムから受領確認書の提出が必要となりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 

・入札書の提出について 

 入札書の金額は税抜きとなります。入札書及び内訳書については、提出後に

桁間違い等の金額の誤りがあった場合でも撤回・再提出は認められませんので、

必ず金額の確認をしてから提出してください。 

 

・建設工事の内訳書について 

 令和８年度より内訳書の様式が変更されています。最新の様式を使用してく

ださい。 

内訳書のデータ様式については、Word、Excel、PDF、JPEG、GIF のいずれか

で提出してください。 

 

・入札結果の連絡及び契約について 

 入札結果の電話連絡は行いませんので、電子入札システムにより必ず入札結

果を確認してください。 

 落札者への契約書類の受け渡しは入札日当日の午後からとなります。 

 契約は、平日 8：45〜15：30 の間で来庁をお願いします。 

 

・その他 

 IC カードには有効期限があります。カードは開札日に有効なものが必要とな

り、入札書の提出時に有効なカードであっても、開札日に有効期限が切れてい

る場合は提出した入札書については無効となります。カードの更新については

余裕をもってお願いいたします。 


